
様式１

政府統計コード

基幹・一般の別(選択記入)

調査の名称

○

点検・評価の様式（手引版雛形）

00450001

その他の一般統計調査

産業連関構造調査（医療業・社会福祉事業等投入調査）

特記事項

基幹統計以外の重要な統計の作成に利用

その他

政府内における調査結果の利活用状況

※該当するものを選択(複数選択可)

重要な政策の立案・実施・評価の直接の根拠資料として利用

国が給付する手当や給付金の算定根拠として利用

月例経済報告に利用

基幹統計の作成に利用



①　調査計画との整合性確保等の観点

調査計画との整合性
（整合している場合チェック）

３.報告者数等※

２.調査対象の範囲 ※

４.報告事項とその基準期⽇ ※

１.調査の⽬的

５.報告の⽅法 ※

６.報告を求める期間 ※

７.集計事項※

９.使⽤する統計基準
８.結果の公表⽅法及び期⽇ ※ 調査結果の公表の⽅法及び期⽇

10.調査票情報の保存 調査票情報の保存期間及び保存責任者

報告を求める個⼈⼜は法⼈その他の団体(報告者)の数等

報告を求める事項及びその基準となる期⽇⼜は期間

11.⽴⼊検査 基幹統計調査のみ

報告を求めるために⽤いる⽅法

全項⽬整合



②　統計の品質確保・向上を図るための統計作成プロセスの水準の段階的な向上の観点

業務マニュアル等の
整備・共有の状況

及び

実際の業務の実施状況

の確認等

見直し・改善の概要(自由記入)
見直し・改善の内容（左記の類型）

（該当するものを選択、複数選択可能）
対応状況

(選択記入)

○ 調査計画の見直し・改善 ○ 調査計画の変更申請

業務マニュアル等の整備・充実・改善 調査計画の軽微変更

品質の表示 業務マニュアルの整備・充実

変更管理の実施 ○ 実施方法の見直し

遅延調査票への対応 その他

外部委託先からの意見や改善提案の聴取

ＤＸの実施、データのデジタル化

システムの要件・仕様の可視化

プロセス診断結果の取り込み

その他プロセスの段階的な向上に向けた取組

調査計画の見直し・改善 調査計画の変更申請

○ 業務マニュアル等の整備・充実・改善 調査計画の軽微変更

品質の表示 ○ 業務マニュアルの整備・充実

変更管理の実施 実施方法の見直し

遅延調査票への対応 その他

外部委託先からの意見や改善提案の聴取

ＤＸの実施、データのデジタル化

システムの要件・仕様の可視化

プロセス診断結果の取り込み

その他プロセスの段階的な向上に向けた取組

記入欄
No.１

対応中/対応予
定

見直し・改善の対応方法・手段
(複数選択可能)

記入欄
No.２

対応中/対応予
定

　総務省からの指摘により、直近の調査（令和３年調査）における承認時、回収率向上方策として、①調査項
目の削減による記入者負担の軽減、②オンライン調査の更なる推進、③調査期間の延長の取組を実施すること
を掲げ、令和３年調査において実施した。
　次回調査（令和８年）においては、①回収率が特に低い医薬品製造業票、保健衛生事業票、社会福祉事業
票、医療業（助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業）票を中心に、令和２年産業連関表の結果を
踏まえた調査項目等の見直し、②電子調査票を厚生労働省のホームページに掲載し、報告者自身が直接電子調
査票を取得する方法及び電子調査票の利用について一層の勧奨等を検討している。また、③調査期間の延長は
すでに実施しているが、次回調査においても同程度の調査期間を確保するか総務省と相談の上判断する。

　令和４年度の「調査票情報等の適正管理に関する点検及び監査」において、令和８年調査実施の際は、調査
用品に電磁的記録媒体を用いる際、「未使用」のものを用い、かつ「ファイルには暗号化又はパスワードの設
定」を行った上で受け渡しをすることとの指摘を受けている。
　本指摘及び記入欄No.1記載の指摘を踏まえ、調査票情報、公表前集計データ等の適正管理、回収率向上に関
する取組等を中心にマニュアルの拡充、修正を行い、次回調査（令和８年調査）の実施に係る統計調査計画等
審査（令和７年度）までに作業を完了する予定である。
　また、令和５年度に実施した省内の業務マニュアルの点検結果を踏まえ、拡充が必要な業務マニュアルの洗
い出しを行い、令和７年度までに業務マニュアルの拡充を行う。

課題なし

課題あり、⾒直し・改善を実施（予定含む）

その他（例：課題精査中、課題はないが⾒直し・改善を実施（予定含む）等）



③　必要な精度の確保・向上の観点

目安としている
指標の設定時期

(自由記入)

今回調査
(又は前回調査)

前回調査
(又は前々回調査)

前々回調査
(又は３回前の調査)

達成精度

○ 回収率・回答率

回収調査票数

カバレッジ

その他

設定なし

１ 調査の実施目的を確保するため
の精度管理の実施状況

目安としている指標の設定状況
目安としている指標の具体的推移

(自由記入。別紙も可)

精度管理の目安と
している指標区分
※該当するものを
選択(複数選択可)

目安としている指標の具体的な
設定内容･考え方等

(自由記入。別紙も可)

直近の本調査において、以下のとおり目標
回収率を設定している。
・医薬品製造業：50.0％
・保健衛生事業：50.0％
・社会福祉事業：60.0％
・保育所：60.0％
・医療業（一般診療所）：60.0％
・医療業（歯科診療所）：60.0％
・医療業（保険薬局）：60.0％
・医療業（助産・看護業、療術業、医療に
附帯するサービス業）：60.0％

平成28年 有効回収率（令和３年調
査）
・医薬品製造業：41.5％
・保健衛生事業：35.8％
・社会福祉事業：52.1％
・保育所：45.0％
・医療業（一般診療所）：
50.8％
・医療業（歯科診療所）：
57.5％
・医療業（保険薬局）：
53.7％
・医療業（助産・看護業、
療術業、医療に附帯する
サービス業）：39.0％
・合計：47.0％

有効回収率（平成28年調
査）
・医薬品製造業：44.0％
・保健衛生事業：34.0％
・社会福祉事業（非営
利）：64.0％
・社会福祉事業（産業）：
42.8％
・医療業：59.4％
・合計：50.1％

有効回収率（平成24、25年
調査）
・医薬品製造業：44.5％
・保健衛生事業：42.3％
・社会福祉事業（非営
利）：61.7％
・社会福祉事業（産業）：
34.0％
・医療業：67.4％


